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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年６月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年１１月１７日 １２時００分ごろ 

発生場所 北海道新ひだか町三石
みついし

漁港南西方沖 

 三石港外南防波堤灯台から真方位２４３°７.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°１１.３７′ 東経１４２°２４.３５′） 

事故調査の経過  平成２６年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八東
あずま

丸、１９トン 

   ＡＭ２－４８５９（漁船登録番号）、個人所有 

   １６.２２ｍ（Lr）×３.８７ｍ×１.７１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６０３.００kＷ、昭和５３年１０月２８日 

   第２１２－６９８３号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第十八千歳
ち と せ

丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２１５１２（漁船登録番号）、有限会社逢山漁業 

   １４.９６ｍ（Lr）×３.９９ｍ×１.３６ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４９６.４５kＷ、平成１０年１０月１５日 

   第２００－３２２６０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５８年６月１６日 

    免許証交付日 平成２４年１２月２７日 

           （平成３０年６月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５６年８月１２日 

    免許証交付日 平成２１年１１月１７日 

           （平成２７年７月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷側外板及び操舵室右舷側に破口及び亀裂等、自動いか釣り機

に破損 

Ｂ 船首外板及び球状船首に擦過傷等、自動いか釣り機に破損 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２６年１１月１７日１１

時５０分ごろ、三石漁港南西方沖７.１Ｍ付近で船首を北西～北北西

方に向けて漂泊し、いか一本釣り漁の操業を開始した。 

 船長Ａは、操舵室左舷側に立って手動操舵で操船に当たり、目視並

びに１Ｍ及び４Ｍレンジとしたレーダーにより、右舷方０.５Ｍ付近

に数隻のいか釣り漁船が漂泊して操業中であることを認めたが、他に

通航船舶を認めず、他のいか釣り漁船は移動するとしても操業中のＡ

船を避けるものと思い、操業を続けた。 

 船長Ａは、操舵室左舷側に設置してある魚群探知機を見ながら機関

を使用して船位を保って操業を続けていたところ、１２時００分ご

ろ、突然衝撃を感じ、右舷側を振り向くとＢ船がＡ船の右舷後方から

衝突していた。 

 船長Ａは、船長Ｂと対話した後、所属する漁業協同組合に携帯電話

で連絡し、Ｂ船と共に自力で北海道浦河町浦河港へ戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、浦河港南西方沖でいか一本釣

り漁の操業を行った後、漁場を移動して三石漁港南西方沖７Ｍ付近で

船首を北方に向けて漂泊し、操業を再開した。 

 船長Ｂは、周囲のいか釣り漁船約３０隻と同じ漁場で操業を行って

いたのでは十分な漁獲が得られないと思い、北西方の漁場へ移動する

こととし、１１時５５分ごろ、操舵室右舷側に立って自動操舵で操船

に当たって対地速力約１０ノットで北西進した。 

 船長Ｂは、目視で右舷前方１Ｍ付近に操業中のいか釣り漁船を２隻

認めたが、前方にはこの２隻しかいないものと思い、右舷前方の漁船

を見ながら北西進を続けていたところ、突然衝撃を感じたので機関を

停止した。 

 船長Ｂは、Ａ船と衝突したことに気付き、船長Ａと対話した後、Ａ

船と共に自力で浦河港へ戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船の乗組員は、本事故時、船首甲板左舷側で漁獲物の選別作業を

行っていた。 

 船長Ｂは、Ｂ船の操舵室で操船すると、左舷船首方に一部死角を生

じていることを知っていたので、ふだん、周囲にいか釣り漁船が多数

操業している漁場を発進する際、右回頭して目視で周囲の状況を確認

した上、航行を開始していたが、本事故時には右回頭することを失念

していた。 

 Ｂ船の乗組員２人は、本事故時、屋根のある囲いに覆われた船首甲

板で、漁獲物の選別作業を行っていた。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、三石漁港南西方沖で漂泊して操業中、船長Ａが、操舵室左

舷側の魚群探知機を見て操業に意識を集中し、見張りを行っていなか

ったことから、右舷後方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ａは、他に通航船舶を認めず、他のいか釣り漁船は移動すると

しても操業中のＡ船を避けるものと思い、操舵室左舷側の魚群探知機

を見て操業に意識を集中していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、三石漁港南西方沖を漁場移動のため北西進中、船長Ｂが、

右舷前方の２隻のいか釣り漁船を見ながら操船を行い、見張りを適切

に行っていなかったことから、前路で漂泊して操業中のＡ船に気付か

ずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、前方には右舷前方の２隻しかいないものと思い込み、右

舷前方の２隻を見ながら操船を行っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、三石漁港南西方沖において、Ａ船が漂泊して操業中、Ｂ

船が北西進中、船長Ａが、操業に意識を集中し、見張りを行っておら

ず、また、船長Ｂが、右舷前方の２隻のいか釣り漁船を見ながら操船

を行い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発進時は、操舵室を出て目視で周囲の状況を確認するとともに、

航行中は、他船を見落とすことがないよう、レーダーを活用する

などして周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・漂泊して操業中であっても常時周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


